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研究成果の概要（和文）：国民介保険は被用者以外の多様な生活（雇用）形態にある者に対して医療アクセスを
保障する機能を持つ。超高齢・人口減少の状態にあっても支払い可能な保険料でその機能が維持されることは重
要である。本研究では、加入・利用しやすい公的医療保険制度の持続を目指して、医療費の負担のあり方、日本
における保険制度・保険者のあり方について、データを用いた実証分析を行い、その結果を踏まえた上で検討を
行った。
低い所得階級において社会保険料負担が軽減されつつも、必ずしもそれが未納率を改善する効果を持ち得ていな
い可能性がある一方、高額療養費制度により医療サービス利用へのアクセスは保証されている可能性が示唆され
た。

研究成果の概要（英文）：Universal health coverage (UHC) assures the access to the health care 
services for all of residents with various life styles/employment status.  It is very important to 
keep the function of UHC even in the population decreasing super-aged society.  This study 
considered the health insurance system, function of health insurers and the way of cost sharing of 
health care, with empirical results using individual data.
Empirical studies in this research project showed the results as follows; 1)Burden of social 
insurance premium was lowered for lower income classes this 10 years.  2)However there was 
exceptional individuals in those income class with very high burden of social insurance premium.  3)
Lowered premium burden did not necessarily improve the rate of unpaid social insurance premium.  4)
In view of service utilization, upper limitation of coinsurance rate keeps the assurrance of access 
to the health care services.

研究分野： 医療経済学
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１．研究開始当初の背景 
 近年、医療保険のカバレッジを拡大するこ
との社会的な帰結について、幾つかの研究が
行われてきている 1)-4)。公的医療保険のカバ
レッジを拡大することは社会的な便益を生
むが、費用も伴う。国民全てに医療保険への
アクセスを与える国民皆保険は、医療費の負
担の不確実性に対する保険料を支払う資力
が少ない個人を保険制度に加入させること
になるため、何らかの形で政府による財政補
助が行われる。しかしながら、高齢化の進捗
に対して十分な財政補助が行われない場合
には、低所得者であっても高い保険料負担を
負うことになる。日本においては国民健康保
険における保険料の未納が無視できない水
準で存在し、その背景には保険料の高さがあ
ると考えられる。 
 日本においては、既に 1961 年から、被用
者保険各制度と国民健康保険制度、医療扶助
制度により遍く全ての国民に対して医療へ
のアクセスが保障されてきた。日本の皆保険
制度は、被用者以外の全ての国民が国民健康
保険に加入する形で形成されていることか
ら、低所得者や医療費リスクの高い者が相対
的に多いことが夙に指摘されている。他方で、
国民健康保険制度は被用者以外の多様な生
活（雇用）形態にある者に対して医療保障を
提供する機能を持ち、超高齢・人口減少の状
態にある日本においても支払い可能な保険
料でその機能が維持されることは重要であ
る。 
 医療保険制度間のリスクの偏在に対して、
前期高齢者（65 歳～74 歳）や後期高齢者（75 
歳以上）の医療費や低所得については保険制
度間の財政調整が行われてきたが、若年層の
医療費リスクの制度間偏在については余り
顧みられてこなかった。これに対して、本申
請者は厚生労働科学研究費補助金 5)を受け
て、国民健康保険加入の 65 歳未満の加入者
一人当たり医療費は他の医療保険加入者の
それよりも非常に高く、制度間財政調整の必
要性があることなどを示した。 
 また、科学研究費 6)により収集した国民健
康保険の個票データなどから、企業等の退職
により国民健康保険に加入した者のうち、健
康な者だけが被用者保険に戻る可能性（我々
は『国保スクリーニング仮説』と称している）
を実証的に示した。また、健康を毀損するこ
とにより 65 歳～74 歳の間に制度を異動し
た者は制度異動前後をまたいで高医療費が
持続していることを示した。 
 これらの結果を踏まえると、1)高医療費状
態の持続と就業状況の変化や保険制度間異
動の関連、2) 65 歳未満の若年層について必
要な制度間財政調整制度のあり方について
の検討がなされるべきであると言える。さら
に、今後の人口減少社会においても国民健康
保険制度の多様な生活者に対して医療保険
を提供し続けるために、3)都道府県境を超え
る保険者統合の可能性等を検討することや、

4)より効果的な保険者の機能発揮の方法のあ
り方について検討するだけでなく、 4)低所得
層に対してより支払可能な保険料や医療給
付体系のあり方を検討する必要がある。 
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２．研究の目的 
 本研究の最終ゴールは、若年層や様々な生
活形態にある者がより加入・利用しやすい公
的医療保険制度を目指して、医療費の負担の
あり方、必要な日本におけるリスク構造調整
の方向性や保険者のあり方について検討し、
提言をまとめることである。 
１．の研究の背景を受けて、本研究におい

ては研究課題を、A 保険者を取り巻く要因に
関する研究、B 医療アクセスと所得格差に関
する研究、C 医療費の持続性についての研究
に大別する。 
 
３．研究の方法 
A.保険者を取り巻く要因に関する研究 
保険者・保険財政に対して直面する外的環

境である、高医療費・低所得リスクと保険財
政の関連、保険者が能力を発揮するための保
険者の保険者の規模、情報的基盤について検
討する。高医療費・低所得リスクの顕在化及
びそれらの相互関係が保険財政に与える影
響については、公的統計の二次集計やマイク
ロシミュレーション分析によりその影響を



明らかにする。保険者の規模については国民
健康保険、政府管掌健康保険について、将来
的な都道府県境を超えた機能統合の可能性
も含めて実証的に明らかにする。保険者がそ
の機能を発揮するために必要な情報的基盤
については、マイナンバー法施行以後の状況
を踏まえてあり得べき方向性について議論
する。 

 
B.医療アクセスと所得格差に関する研究 
低所得層では国民健康保険の保険料が払

えないために短期証・資格証明書が発行され
て医療へのアクセスが悪化する可能性も指
摘されている。しかしながら、短期証・資格
証明書の交付が未納率を改善する効果を持
つかは定かでは無い。この点を実証的に明ら
かにする。また、低所得者は医療扶助を受給
する場合があるが、医療扶助の受給について
は学術的には明らかになっていない点が多
い。そこで、制度を横断するレセプトデータ
を用いて医療扶助受給開始前後の医療費の
推移について明らかにする。 

 
C.医療費の持続性についての研究 
高医療費が持続性することは、特に保険財

政の面からは低所得になる可能性が高いこ
とが注目される。個人が制度を異動するとデ
ータにより追跡できなくなることが分析上
の課題である。本研究ではまず、公的統計等
を用いて、傷病罹患による退職や医療保険制
度の異動がどの程度存在するかを明らかに
する。その上で、自治体などの特定の保険者
から提供された制度を横断的に追跡できる
データを用いて、医療費の内生性に十分な考
慮を払った上で、医療費の持続性に影響を与
える要因について明らかにする。 
 
４．研究成果 
 田近・八塩論文〔雑誌論文 5）〕では 2004
年から 2013 年までの国民生活基礎調査の個
票データを用いて、家計の税・保険料負担に
ついて検討した。その結果、税とともに社会
保険料の負担率が増加していること、勤労世
帯・年金世帯もそれぞれの所得第Ⅲ分位以下
では負担率が逆に低下していることが示さ
れた。さらに、勤労世帯では所得第Ⅰ分位で
保険料負担ゼロの世帯割合が 57%（2004 年調
査）から 70%（2013 年調査）に増加する一方
で、2013 年調査では勤労世帯の所得第Ⅰ分位
の 6%の世帯が、理由は定かではないが、27%
以上の負担率となっている世帯があること
も示された。 
 2004 年から 2013 年までにおいて、社会保
険料に影響を与え得る制度改革としては
2008 年度の後期高齢者医療制度の実施があ
げられる。ただし、この制度改正のみで年金
世帯の保険料負担率が 6%ポイントも引き下
げられるのかはさらに検証が必要である。勤
労世帯の保険料負担率、特に第Ⅰ分位など低
所得層に影響を与える可能性がある要因と

しては、国民健康保険制度における保険基盤
安定補助金の交付が考えられる。保険料の軽
減額に応じて保険者に交付されるものでみ
ると、約 3,200 億円（2003 年）から約 3,700
億円（2012 年）と 500 億円増加している。こ
の施策単体で勤労世帯の所得第Ⅰ十分位の
保険料負担を 6%も軽減できるかはやはり更
なる検証が必要であろう。 
 他方で、保険料軽減に対して年に 3000 億
円を超える補助が国民健康保険の保険者に
交付されていることは国民健康保険料の未
納率低下に一定程度貢献していることが期
待される。しかしながら、大津論文〔図書 1）〕 
においては逆の可能性を示唆する結果とな
っている。2009 年から 2015 年の保険者単位
のデータを用いて、被説明変数である保険料
収納率の関連要因を実証的に検討したとこ
ろ、1 人当たり保険料軽減額は負で有意な関
連を示している。現時点では因果関係である
ことを主張できるわけではないが、逆説的な
この結果については個票データを用いてさ
らに検討を深める必要がある。 
 上記の田近・八塩論文で指摘された保険料
が重課されている 6%の世帯についてはその
理由が（統計的なものも含めて）検討される
必要がある。森田朗研究分担者による報告
「社会保障・医療分野におけるＩＣＴおよび
ビッグデータの活用」（業績リスト未掲載）
においては、被保険者の資格確認を、マイナ
ンバーを用いて厳格に行うことになったこ
とが指摘されている。また、「今後は、自己
負担率に所得および資産の額に応じたより
強い傾斜を付け、負担能力に応じた自己負担
の仕組みを導入していくべきであろう。」と
も指摘している。資産の額が自己負担率に反
映できるのであれば当然保険料率にも反映
することができる。国民健康保険では所得に
基づく応能的部分だけなく、均等割・平等割
という応益的な部分も保険料の算定基礎に
ある。これによりフローの所得だけ見れば高
すぎると見える保険料率も資産を考慮すれ
ばその料率の捉え方が異なってくる可能性
もある。 
 医療サービスの利用に目を向けると、厚生
労働省の『医療給付実態調査』により制度間
で一人当たり医療費の差異があることは夙
に知られている。しかしながら、同一医療制
度である組合健康保険内でも差異があるこ
とが大津論文〔雑誌論文 3）〕により明らかに
された。同論文では組合間の格差の半分が平
均年齢と平均年収で説明されるとしている。 
 もっとも、組合健康保険は分立する医療保
険制度では医療費が最も安い集団であり、疾
病リスクの高い集団を国民健康保険、後期高
齢者医療制度、生活保護制度の医療扶助で支
えているのが現状である。国民健康保険、後
期高齢者医療制度の加入者の医療費利用を
分析した今堀報告〔学会発表 6)〕では所得水
準による医療費・介護費に差はないという結
果となっており、所得によって医療サービス



の利用が異なる、サービスアクセスに差異が
ある、とは必ずしも言えないという意味で皆
保険制度が機能している傍証を与えている。 
 上掲森田朗報告が指摘するとおり、医療保
険制度の分立は統合の方向に向かうであろ
う。医療機関や介護保険事業所も人口減少を
迎えて地域的な差異はありつつも機能や立
地について体系立てて（再）整備される必要
があろう。現に地域医療構想の形で進められ
ているが、泉田論文〔雑誌論文 2）〕はイギリ
ス・ドイツの医療供給体制の事例から医学的
な観点のみに基づく体制整備や資金制約が
ある下での補助金誘導は却って問題を引き
起こす可能性があることを指摘している。 
 さらに言えば、医療・介護サービスは個々
人の人生における最終消費財ではなく、人的
資本形成や消費生活における中間投入物で
ある。このため、最適なサービス供給、それ
と同時に適切な公的保険制度の維持・発展の
ためには、山田・酒井論文〔雑誌論文 1）〕の
ような家族介護による介護離職に対して介
護保険サービスの利用が改善効果を有して
いるか、などの生活の視点からの評価が必要
である。また、医療サービスの文脈において
高久報告〔学会発表 12)〕が指摘するように
関連する（高久報告では終身雇用制である
が）社会経済システムがもたらす影響なども
考慮する必要がある。 
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